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　津山市水道事業会計、津山市工業用水道事業会計、簡易水道事業特別会計、食肉処理センター
特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、土地取得造成事業特別会計の各公
営企業会計で、資金不足は発生しませんでした。

公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営
状況の深刻度を示すもの。経営健全化基準（20％）を超えると、経営健全化計画の策定や外
部監査の要求などが義務付けられる
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財政再生基準

早期健全化基準

16.8％ 169.3％ 赤字なし 赤字なし

【財政再生基準】 基準を超えると、国の関与による確実な再生を行うため、
財政再生計画の策定などが義務付けられる

【早期健全化基準】 基準を超えると、自主的な改善努力によって財政を健全
化するため、財政健全化計画の策定や外部監査の要求な
どが義務付けられる
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問い合わせ先　財政課 32-2020

普通会計、特別
会計などの借入
金の返済額やこ
れらに準じる額
のうち、普通会
計で負担する額
の大きさを指標
化し、資金繰り
の危険度を示す
もの

普通会計の借入
金残高だけでな
く、将来支払っ
ていく可能性の
ある負債などの
現時点での残高
を指標化し、将
来財政を圧迫す
る可能性の度合
いを示すもの

福祉、教育、ま
ちづくりなどを
行う一般会計な
どの赤字の程度
を指標化し、財
政運営の深刻度
を示すもの

すべての会計の
赤字や黒字を合
算し、市全体の
赤字の程度を指
標化し、市全体
としての財政運
営の深刻度を示
すもの

実質
公債費比率

（平成20年度17.3％）

将来
負担比率

（平成20年度183.5％）

実質
赤字比率

（平成20年度赤字なし）

連結実質
赤字比率

（平成20年度赤字なし）
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